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災
害
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本
法
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昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
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二
十
三
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第
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第
六
項
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関
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良
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業
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〇
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二

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
四
件
）�

（
道　

路　

課
）　
　

二

〇
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の
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用
開
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五
件
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達
に
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す
る
協
定
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適
用
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受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二
件
）�

（
森
林
整
備
課
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四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
中
止
の
公
告�

（
契　

約　

課
）　
　

八

選
挙
管
理
委
員
会

〇
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数�
八

〇
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
直
接
請
求
に
要
す
る
選

挙
権
を
有
す
る
者
の
数�

九

〇
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
の
一
部
改
正�

九

監
査
委
員

〇
定
期
監
査
の
結
果
の
公
表
（
三
件
）�

一
〇

規

則

　

財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
百
二
十
八
号

　
　
　
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
十
四
項
中
「
令
和
二
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で
」
を
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別

措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態

宣
言
（
以
下
「
緊
急
事
態
宣
言
」
と
い
う
。）
が
さ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等

緊
急
事
態
解
除
宣
言
（
以
下
「
緊
急
事
態
解
除
宣
言
」
と
い
う
。）
が
さ
れ
る
日
ま
で
」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
令

和
三
年
度
に
限
り
、
第
三
十
一
条
第
三
項
」
に
、「
同
月
二
十
九
日
」
を
「
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
た
日
の
二
十

日
後
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
五
項
中
「
令
和
二
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
八
日
ま
で
」
を
「
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
日
か
ら
緊

急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
る
日
ま
で
」
に
改
め
、「
つ
い
て
、」
の
下
に
「
令
和
三
年
度
に
限
り
、」
を
加
え
、「
同
月
二

十
九
日
」
を
「
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
た
日
の
二
十
日
後
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
六
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
」
を
「
緊
急
事
態
宣
言
」
に
改
め
、「
債
権
者
が
」
の
下
に
「
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
日

か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
た
日
ま
で
の
間
に
」
を
加
え
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
附
則
第
十
四
項
か
ら
第
十
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
令
和
三
年
八

月
二
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

　

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
六
号
の
指
定
地
方
公
共
機
関
を
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

一
般
社
団
法
人
宮
城
県
薬
剤
師
会

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
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五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

広
長

区
画
整
理
事
業
（
農
業
競
争
力
強
化
農
地
整
備

事
業
（
経
営
体
育
成
型
））

令
和
二
年
三
月
十
二
日

敷
玉
西
部

区
画
整
理
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
整
備
交
付
金

（
農
地
整
備
事
業
））

令
和
元
年
五
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

山
元
北
部
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

令
和
三
年
八
月
二
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

　

�　

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
字
原
三
六
の
三
、
三
七
の
四
、
三
七
の
五
、
三
七
の
六
、
三
七
の
二
二
、
三
七
の
二
四
、
三

七
の
二
五
、
三
七
の
二
六
、
三
七
の
二
八
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

釜
谷
大
須
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
長
面
字
町
裏
一
四
三
番
地
先
か
ら

同
市
尾
崎
字
弘
象
九
番
二
地
先
ま
で

　

Ａ
　

五
・
三
～

�

一
八
・
三

六
八
五
・
七
　

上
記
Ａ
、Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
及
び
Ｅ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

前
Ｂ
　

五
・
二
～

�

二
五
・
九

八
七
五
・
三

　

Ｃ
　

九
・
二
～

�

一
三
〇
・
九

一
、
一
三
八
・
八

　

Ａ
　

五
・
三
～

�

一
八
・
三

六
八
五
・
七

　

Ｂ
　

五
・
二
～

�

二
五
・
九

八
七
五
・
三

後
Ｃ
　

九
・
二
～

�

一
三
〇
・
九

一
、
一
三
八
・
八

　

Ｄ
　

六
・
〇
～

�

一
〇
・
五

一
七
五
・
六

　

Ｅ
　

六
・
〇
～

�

一
〇
・
〇

四
八
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

石
巻
雄
勝
線

三　

道
路
の
区
域変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

石
巻
市
湊
字
不
動
沢
二
番
一
五
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
井
内
二
五
番
三
地
先
ま
で

　

Ａ
　

四
・
五
～

�

一
一
・
〇

八
四
四
・
〇
　

上
記
Ａ
、Ｂ
、

Ｃ
、
Ｄ
及
び
Ｅ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

　

Ｂ
　

五
・
〇
～

�

六
・
〇

一
六
四
・
三

前
Ｃ
　

六
・
〇
～

�

二
一
・
八

二
一
八
・
四

　

Ｄ
　

九
・
一
～

�

一
二
・
八

七
九
七
・
八

　

Ｅ

�
六
・
〇

七
〇
・
四

　

Ａ
　

九
・
一
～

�

三
二
・
〇

三
三
三
・
七

　

Ｂ

　
　
　

　
　
　

後
Ｃ
　

六
・
〇
～

�

二
一
・
〇

二
一
八
・
四

　

Ｄ
　

九
・
一
～

�

五
四
・
八

七
九
七
・
八

　

Ｅ

　
　
　

　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

川
前
白
石
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
稲
荷
堂
八
五
番
一
地
先
か

ら同
市
大
鷹
沢
三
沢
字
稲
荷
堂
七
七
番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
七
～

�

一
四
・
四

�

六
八
・
九

後

一
〇
・
七
～

�

一
八
・
二

�

六
八
・
九

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

川
前
白
石
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
登
花
東
二
六
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
耕
野
字
登
花
東
二
六
番
一
地
先
ま
で

前

　

五
・
七
～

�

七
・
四

�

二
〇
・
五

後

　

七
・
四
～

�

一
四
・
六

�

二
〇
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　



第236号　令和３年９月10日　金曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

釜
谷
大
須
雄

勝
線

石
巻
市
長
面
字
江
畑
無
番
地
先
か
ら

同
市
長
面
字
平
六
一
番
一
三
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

九
月
十
日

�

午
後
二
時

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事

務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

石
巻
雄
勝
線

石
巻
市
湊
字
不
動
沢
二
番
一
五
地
先
か
ら

同
市
大
瓜
字
井
内
二
五
番
三
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

九
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

大
島
浪
板
線

気
仙
沼
市
三
作
浜
一
二
三
番
五
三
地
先
か
ら

同
市
三
作
浜
一
二
三
番
一
七
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

九
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

川
前
白
石
線

白
石
市
大
鷹
沢
三
沢
字
稲
荷
堂
八
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
鷹
沢
三
沢
字
稲
荷
堂
七
七
番
一
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

九
月
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
九
月
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

川
前
白
石
線

伊
具
郡
丸
森
町
耕
野
字
登
花
東
二
六
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
耕
野
字
登
花
東
二
六
番
一
地
先
ま
で

令
和
三
年

�

九
月
十
日

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
予
定
数
量

　
　

㈠　

調
達
案
件　

令
和
三
年
度
森
林
病
害
虫
等
防
除
「
伐
倒
駆
除
（
東
部
管
内
）」
業
務
委
託
（
単
価
契
約
）

　
　

㈡　

予
定
数
量　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
五
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
石
巻
市
及
び
東
松
島
市
に
存
す
る
県
所
管
森
林

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等
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１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画

認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立

て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く
更

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７�　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

８�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

９�　

過
去
三
か
年
度
以
内
に
、
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。）
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
注
し
た
当
該
業
務
と
同

様
の
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局　

契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三

五
）
へ
令
和
三
年
九
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
い
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－
八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
森
林
育
成
班（
担
当　

菅
原　

真
明　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
九
二
一
）
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３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
期
限

　
　
　

令
和
三
年
十
月
七
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

場
所　

２
に
同
じ
。

　
　

㈢�　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、㈠
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ
と
。�

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
三
年
十
月
二
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時

　
　

㈡　

場
所�　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
十
二
階
水
産
林
政
部
森
林
整

備
課

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
並
び
に
令
和
三
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規

則
（
令
和
三
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
え
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る

の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
単
価
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

�　

N
ature�of�Service(s)�:�Exterm

ination�and�Prevention�Service�of�T
ree�Pests�and�D

isease�

during�Fiscal�Y
ear�2021�(T

ree�Felling�and�Exterm
ination�w

ithin�T
obu�Regional�Prom

otion�

O
ffice�Jurisdiction)�(U

nit�Price�Contract)

　

2

　

Contract�Period�:�From
�contract�settlem

ent�to�M
arch�15,�2022

　

3

　

Bid�Subm
ission�D

eadline�:�O
ctober�21,�2021,�5

:00�p.m
.

　

4

�　

Place�and�T
im
e�of�Bid�Selection�:�O

ctober�22,�2021,�10
:00�a.m

.�Forest�D
evelopm

ent�D
ivision,�

M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building,�12th�Floor

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�M

asaaki�Sugaw
ara,�Forest�Cultivation�Section,�Forest�D

evelopm
ent�

D
ivision,�Fisheries�Forestry�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent,�3-8-1�H

oncho,�A
oba-

ku,�Sendai,�M
iyagi�980-8570�Japan

　
　
　

T
el.:�022-211-2921

　

6

　

Language�and�Currency�U
sed�for�Contract�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
予
定
数
量

　
　

㈠　

調
達
案
件　

令
和
三
年
度
森
林
病
害
虫
等
防
除
「
伐
倒
駆
除
（
仙
台
管
内
）」
業
務
委
託
（
単
価
契
約
）

　
　

㈡　

予
定
数
量　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

２　

調
達
案
件
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

履
行
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
十
五
日
ま
で

　

４　

履
行
場
所　

宮
城
県
塩
竈
市
・
松
島
町
・
七
ヶ
浜
町
・
利
府
町
及
び
大
衡
村
に
存
す
る
県
所
管
森
林

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項
等

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
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３�　

２
以
外
の
者
で
開
札
時
ま
で
に
宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ

と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

５�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画

認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立

て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く
更

生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

７�　

公
告
の
日
か
ら
開
札
の
日
ま
で
の
間
、
宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置

を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

８�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

９�　

過
去
三
か
年
度
以
内
に
、
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。）
又
は
地
方
公
共
団
体
が
発
注
し
た
当
該
業
務
と
同

様
の
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所
及
び
提
出
期
限

　

�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
当
県
所
定
の

物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城
県
出
納
局　

契
約
課
管
理

班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三

五
）
へ
令
和
三
年
九
月
二
十
九
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

四　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
あ
ら

か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
い
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
森
林
育
成
班（
担
当　

菅
原　

真
明　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

二
九
二
一
）

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

�　

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、

参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４　

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
期
限

　
　
　

令
和
三
年
十
月
七
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
三
年
十
月
二
十
一
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

場
所　

２
に
同
じ
。

　
　

㈢�　

郵
送
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、㈠
の
日
時
ま
で
に
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て
到
達
す
る
こ
と
。�

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　

㈠　

日
時　

令
和
三
年
十
月
二
十
二
日
（
金
）
午
後
一
時

　
　

㈡　

場
所�　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
庁
行
政
庁
舎
十
二
階
水
産
林
政
部
森
林
整

備
課

五　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

六　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
、
第
九
十

八
条
、
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
並
び
に
令
和
三
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規

則
（
令
和
三
年
宮
城
県
規
則
第
百
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

３�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
者
に

求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

４�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る

額
を
加
え
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る

の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、

見
積
も
っ
た
契
約
希
望
単
価
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

５�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者

を
落
札
者
と
す
る
。

　

６　

最
低
価
格
の
入
札
者
以
外
の
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
の
有
無　

無

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
関
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

�　

N
ature�of�Service(s)�:�Exterm

ination�and�Prevention�Service�of�T
ree�Pests�and�D

isease�

during�Fiscal�Y
ear�2021�(T

ree�Felling�and�Exterm
ination�w

ithin�Sendai�Regional�Prom
otion�

O
ffice�Jurisdiction)�(U

nit�Price�Contract)

　

2

　

Contract�Period�:�From
�contract�settlem

ent�to�M
arch�15,�2022

　

3

　

Bid�Subm
ission�D

eadline�:�O
ctober�21,�2021,�5

:00�p.m
.

　

4

�　

Place�and�T
im
e�of�Bid�Selection�:�O

ctober�22,�2021,�1
:00�p.m

.�Forest�D
evelopm

ent�D
ivision,�

M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�Building,�12th�Floor

　

5

�　

Contact�Inform
ation�:�M

asaaki�Sugaw
ara,�Forest�Cultivation�Section,�Forest�D

evelopm
ent�

D
ivision,�Fisheries�Forestry�D

epartm
ent,�M

iyagi�Prefectural�Governm
ent,�3-8-1�H

oncho,�A
oba-

ku,�Sendai,�M
iyagi�980-8570�Japan

　
　
　

T
el.:�022-211-2921

　

6

　

Language�and�Currency�U
sed�for�Contract�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
令
和
三
年
八
月
三
日
付
け
で
公
告
し
た
次
の
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
一
般
競
争
入

札
を
中
止
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
を
中
止
す
る
事
項

　

１　

調
達
案
件
及
び
数
量　

除
雪
ト
ラ
ッ
ク
（
５
．
５
ｔ
級
）　

一
台

　

２　

納
入
期
限　

令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
（
金
）

　

３　

納
入
場
所　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
（
宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
四
丁
目
一
番
地
二
号
）

二　

入
札
を
中
止
す
る
理
由

　
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三　

そ
の
他

　
　

こ
の
入
札
中
止
の
公
告
の
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
せ
先
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

須
藤　

凜
太
郎　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
四
号
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令
和
三
年
九
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第
七
十

六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
五
六
二

二�　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
四
一
、
〇
一
三

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

八
二
、
四
二
四　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
二
、
一
八
三

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
三
、
四
一
五　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
一
、
九
八
四

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
八
、
六
九
六　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

一
八
、
九
六
四

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
五
、
二
八
二　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
一
、
一
三
三

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
九
、
八
三
七　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
六
、
〇
八
八

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
一
、
八
六
九　
　
　
　

富
谷
・
黒
川
選
挙
区　
　

二
五
、
四
六
七

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
二
九
四　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
八
一
〇

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
一
、
三
四
八　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
三
、
○
四
八

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
三
、
二
二
八　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
八
五
七

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
一
、
六
二
一　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

八
、
三
〇
八

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
一
、
七
六
五　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
四
一
一

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
六
七
四

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号

　

令
和
三
年
九
月
一
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数

に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　
　

三
四
一
、
〇
一
三

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号

　

平
成
七
年
宮
選
管
告
示
第
八
号
（
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
九
月
十
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　

石
巻
市
田
代
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
石
巻
市
大
字
田
代
浜
字
斗
田
一
四
三
番
地
」
を
「
石
巻
市
田
代
浜
字

仁
斗
田
一
四
三
番
地
」
に
、
石
巻
市
総
合
福
祉
会
館
み
な
と
荘
の
項
中
「
同　

市
八
幡
一
丁
目
六
番
二
二
号
」
を
「
同

　

市
八
幡
町
一
丁
目
六
番
二
二
号
」
に
改
め
、
塩
竈
市
港
町
集
会
所
の
項
を
削
り
、
塩
竈
市
南
錦
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

塩
竈
市
吉
津
集
会
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
字
伊
保
石
一
三
二
番
地
二

　

古
町
五
区
自
治
会
館
の
項
中
「
同　

市
古
町
二
丁
目
一
一
九
番
地
一
二
」
を
「
同　

市
古
町
二
丁
目
一
一
九
番
地
二
」

に
、
台
公
会
堂
の
項
中
「
同　

市
台
二
四
〇
番
地
一
」
を
「
同　

市
台
二
四
四
番
地
二
」
に
、
岩
月
集
会
所
の
項
中
「
岩

月
集
会
所
」
を
「
岩
月
上
沢
集
会
所
」
に
、
本
吉
登
米
沢
多
目
的
集
会
所
の
項
中
「
本
吉
登
米
沢
多
目
的
集
会
所
」
を

「
本
吉
登
米
沢
多
目
的
集
会
場
」
に
、
本
吉
大
谷
西
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
同　

市
本
吉
町
長
根
一
八
六

番
地
二
八
」
を
「
同　

市
本
吉
町
長
根
一
八
六
番
地
九
〇
」
に
改
め
、
大
崎
市
古
川
東
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

項
を
削
り
、
大
崎
市
三
本
木
ふ
る
さ
と
研
修
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
同　

市
三
本
木
蟻
ケ
袋
字
山
畑
九
番
地
二
七
」
を
「
同

　

市
三
本
木
蟻
ケ
袋
字
山
畑
一
番
地
一
四
」
に
、
大
崎
市
田
尻
小
塩
集
落
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
大
崎
市
田
尻
小
塩
集
落

セ
ン
タ
ー
」
を
「
大
崎
市
田
尻
北
小
塩
集
落
セ
ン
タ
ー
」
に
、
三
本
木
新
沼
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
三

本
木
新
沼
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
を
「
大
崎
市
三
本
木
新
沼
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
大

崎
市
図
書
館
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

大
崎
市
鹿
島
台
中
志
田
集
会
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
鹿
島
台
大
迫
字
下
志
田
四
番
地

　

第
十
区
集
会
所
の
項
を
削
り
、
北
船
岡
集
会
所
の
項
中
「
同　

郡
同　

町
北
船
岡
二
丁
目
一
〇
番
四
号
」
を
「
同　
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郡
同　

町
北
船
岡
二
丁
目
一
二
番
地
二
〇
二
」
に
改
め
、
町
営
神
明
住
宅
集
会
所
の
項
を
削
り
、
亘
理
町
佐
藤
記
念
体

育
館
の
項
中
「
亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
六
二
番
地
の
一
」
を
「
亘
理
郡
亘
理
町
字
旧
舘
六
二
番
地
一
」
に
、
涌
谷
町
農

村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
北
太
田
一
九
〇
番
地
」
を
「
遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
北
太
田

一
九
〇
番
地
一
」
に
、
上
二
区
集
会
所
の
項
中
「
同　

郡
同　

町
鷲
神
浜
字
荒
立
三
六
番
地
の
一
九
」
を
「
同　

郡
同

　

町
鷲
神
浜
字
荒
立
三
六
番
地
一
九
」
に
改
め
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
19号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
し
た
公
営

企
業
会
計
に
係
る
令
和
３
年
度
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
，
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
３
年
９
月
10日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
年
月
日
並
び
に
事
業
概
要
等

　
　
別
紙
の
と
お
り
。

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
２
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14

項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
特
に
意
を
用
い
て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に

注
意
を
し
ま
し
た
。

　
⑴
　
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課

　
　
イ
　
水
道
用
水
供
給
事
業

　
　
　
�　
営
業
収
益
（
水
道
料
金
）
に
お
い
て
，
調
定
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統

制
も
含
め
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
業
の
水
道
料
金
に
お
い
て
，
適
用
す
べ
き
単
価
を
誤
っ
て
算
定
し
た
も
の
。

　
　
ロ
　
工
業
用
水
道
事
業

　
　
　
�　
営
業
収
益
（
水
道
料
金
）
に
お
い
て
，
調
定
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統

制
も
含
め
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
仙
塩
工
業
用
水
道
事
業
の
水
道
料
金
に
お
い
て
，
契
約
水
量
の
変
更
契
約
を
締
結
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
，　

変
更
前
の
契
約
水
量
に
よ
り
算
定
し
た
も
の
。

　
　
ハ
　
流
域
下
水
道
事
業

　
　
　
�　
営
業
費
用
（
委
託
料
）
に
お
い
て
，
支
出
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部

統
制
も
含
め
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
仙
塩
流
域
下
水
道
事
業
，
鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
事
業
及
び
吉
田
川
流
域
下
水
道
事
業
の
指
定
管
理
委
託
に
お

い
て
，
指
定
管
理
料
減
額
の
変
更
協
定
を
締
結
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
，
減
額
前
の
請
求
書
に
よ
り
支
出
し
た
も

の
。

　
⑵
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所

　
　
�　
営
業
収
益
（
管
理
運
営
負
担
金
）
に
お
い
て
，
徴
収
誤
り
に
よ
る
還
付
金
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後

再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
も
含
め
た
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
仙
塩
流
域
下
水
道
事
業
の
管
理
運
営
負
担
金
に
お
い
て
，
誤
っ
た
流
入
汚
水
量
を
基
に
負
担
金
を
算
定
し
，

過
大
に
負
担
金
を
徴
収
し
た
た
め
，
還
付
金
が
発
生
し
た
も
の
。

別
紙

〇
宮
城
県
水
道
用
水
供
給
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
令
和
３
年
７
月
19日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
８
日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
13日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
，
市
町
村
の
水
道
事
業
に
対
し
水
道
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
源

計
画
給
水
量
給
水
能
力

供
給
対
象
市
町
村

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

大
崎
広
域
水
道
事
業
漆
沢
ダ
ム

南
川
ダ
ム

１
日
最
大

12万
㎥

１
日
最
大

10万1,150㎥

大
崎
市
，
栗
原
市
，
富
谷
市
，

加
美
町
，
涌
谷
町
，
美
里
町
，

大
和
町
，
大
郷
町
，
松
島
町
，

大
衡
村
�

（
10市
町
村
）
昭
和
55年
度
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仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道

事
業

七
ヶ
宿
�

ダ
ム
１
日
最
大

55万3,300㎥

１
日
最
大

27万9,000㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
白
石
市
，

名
取
市
，角
田
市
，多
賀
城
市
，

岩
沼
市
，
富
谷
市
，
蔵
王
町
，

大
河
原
町
，村
田
町
，柴
田
町
，

亘
理
町
，
山
元
町
，
松
島
町
，

七
ヶ
浜
町
，
利
府
町

�
（
17市
町
）

平
成
２
年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
２
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

大
崎
広
域

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

22,900
3,286,002

2,806,813
417,539

1,029,923

仙
南
・
仙
塩
広
域

水
道
事
業

67,545
10,348,001

8,872,728
1,245,253

4,578,156

合
　
　
計

90,445
13,634,003

11,679,540
1,662,791

5,608,079

　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
工
業
用
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
令
和
３
年
７
月
19日

　
　
大
崎
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
８
日

　
　
仙
南
・
仙
塩
広
域
水
道
事
務
所
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
13日

２
　
事
業
概
要

　
　
本
事
業
は
，
工
場
及
び
事
業
所
に
対
し
工
業
用
水
を
供
給
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

水
　
源

給
水
能
力

給
　
　
水
　
　
区
　
　
域

事
業（
給
水
）

開
始
年
度

仙
塩
工
業
用

水
道

事
業
大
倉
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
富
谷
市
，
�

七
ヶ
浜
町
，
利
府
町
，
大
和
町
�（
７
市
町
）
昭
和
36年
度

仙
台
圏
工
業
用

水
道

事
業
釜
房
ダ
ム
１
日
最
大

10万
㎥

仙
台
市
，
名
取
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
�

（
５
市
町
）
昭
和
51年
度

仙
台
北
部
工
業
用

水
道

事
業
漆
沢
ダ
ム
１
日
最
大

５
万
�
8,500㎥

大
崎
市
，
大
和
町
，
大
衡
村
，
加
美
町

�
（
４
市
町
村
）
昭
和
55年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
２
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

給
水
量

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
工
業
用

水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

10,200
774,842

697,533
68,263

261,073

仙
台
圏
工
業
用

水
道
事
業

15,063
656,724

492,600
140,173

303,306

仙
台
北
部
工
業
用

水
道
事
業

7,449
596,750

510,090
92,286

△
�

185,365

合
　
　
計

32,712
2,028,316

1,700,223
300,722

379,013

　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
地
域
整
備
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
19日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
，
仙
台
港
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
及
び
仙
台
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
土
地
貸

付
等
を
行
っ
て
い
る
。

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
２
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
業
収
益
事
業
費
用

当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

地
域
整
備
事
業

千
円

千
円

千
円

千
円

575,327
291,237

279,130
279,130

　（
注
）１
　
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。
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２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計

１
　
実
施
し
た
監
査
箇
所
及
び
監
査
年
月
日

　
　
企
業
局
公
営
事
業
課
及
び
水
道
経
営
課
　
令
和
３
年
７
月
19日

　
　
中
南
部
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
７
日

　
　
東
部
下
水
道
事
務
所
　
　
　
　
　
　
　
　
令
和
３
年
７
月
７
日

２
　
事
業
概
要

　
�　
本
事
業
は
，
市
町
村
が
管
理
す
る
下
水
道
か
ら
排
除
さ
れ
た
下
水
を
処
理
す
る
も
の
で
，
そ
の
概
要
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

事
　
業
　
名

処
理
能
力

関
　
連
　
市
　
町
　
村

供
用
開
始

年
　
度

仙
塩
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

22万
2,000㎥

仙
台
市
，
塩
竈
市
，
多
賀
城
市
，
七
ヶ
浜
町
，

利
府
町
�

（
５
市
町
）
昭
和
53年
度

阿
武
隈
川
下
流
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

12万
5,000㎥

仙
台
市
，
白
石
市
，
名
取
市
，
角
田
市
，
岩
沼

市
，
蔵
王
町
，
大
河
原
町
，
村
田
町
，
柴
田
町
，

丸
森
町
，
亘
理
町
�

（
11市
町
）
昭
和
59年
度

鳴
瀬
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

8,800㎥
大
崎
市
，
美
里
町

�
（
２
市
町
）
平
成
４
年
度

吉
田
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

４
万
1,825㎥

富
谷
市
，
大
和
町
，
大
郷
町
，
大
衡
村

�
（
４
市
町
村
）
平
成
４
年
度

北
上
川
下
流
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

３
万
8,800㎥

石
巻
市
，
東
松
島
市

�
（
２
市
）
平
成
10年
度

北
上
川
下
流
東
部
流
域

下
水

道
事

業
１
日
最
大

２
万
5,300㎥

石
巻
市
，
女
川
町

�
（
２
市
町
）
平
成
12年
度

迫
川
流
域
下
水
道
事
業
１
日
最
大

9,650㎥
登
米
市
，
栗
原
市

�
（
２
市
）
平
成
12年
度

３
　
事
業
実
績

　
　
令
和
２
年
度
に
お
け
る
事
業
実
績
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

決
　
　
算
　
　
額

経
　
　
営
　
　
状
　
　
況

事
　
業
　
名

総
流
入
量

事
業
収
益
事
業
費
用
当
年
度
純
利
益

当
年
度
未
処
分
利
益
剰
余
金

（
未
処
理
欠
損
金
△
）

仙
塩
流
域

下
水
道
事
業

千
㎥

千
円

千
円

千
円

千
円

40,852
3,958,701

3,992,247
△
�
45,202

131,063

阿
武
隈
川
下
流

流
域
下
水
道
事
業

32,717
4,809,031

4,785,731
19,887

336,890

鳴
瀬
川
流
域

下
水
道
事
業

2,450
664,835

674,370
△
�

9,009
87,040

吉
田
川
流
域

下
水
道
事
業

11,249
1,506,284

1,521,793
△
�
16,944

93,985

北
上
川
下
流
流
域

下
水
道
事
業

7,928
1,703,609

1,508,103
186,519

448,739

北
上
川
下
流
東
部

流
域
下
水
道
事
業

4,250
1,917,533

1,876,764
16,764

△
�

148,449

迫
川
流
域

下
水
道
事
業

2,519
1,400,073

1,231,680
168,343

311,273

合
　
　
計

101,965
15,960,066

15,590,687
320,358

1,260,541

　（
注
）１
　
合
計
の
金
額
は
，
千
円
未
満
を
切
り
捨
て
て
い
る
。

　
　
　
２
�　
決
算
額
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
み
，
経
営
状
況
の
金
額
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を

除
い
た
経
理
処
理
に
基
づ
く
額
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
20号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
３
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
３
年
９
月
10日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
地
方
機
関

　
　
消
防
学
校
�

４
月
22日
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〇
環
境
生
活
部

　
地
方
機
関

　
　
環
境
放
射
線
監
視
セ
ン
タ
ー
�

４
月
22日

〇
経
済
観
光
商
工
部

　
地
方
機
関

　
　
大
崎
高
等
技
術
専
門
校
�

６
月
１
日

〇
農
政
部

　
地
方
機
関

　
　
病
害
虫
防
除
所
�

４
月
23日

〇
教
育
庁

　
地
方
機
関

　
　
大
河
原
教
育
事
務
所
�

４
月
23日

　
　
塩
釜
高
等
学
校
�

６
月
11日

　
　
古
川
高
等
学
校
�

６
月
８
日

　
　
宮
城
第
一
高
等
学
校
�

５
月
27日

　
　
仙
台
三
桜
高
等
学
校
�

５
月
27日

　
　
岩
出
山
高
等
学
校
�

６
月
２
日

　
　
岩
ヶ
崎
高
等
学
校
�

６
月
14日

　
　
中
新
田
高
等
学
校
�

６
月
２
日

　
　
名
取
北
高
等
学
校
�

６
月
30日

　
　
泉
松
陵
高
等
学
校
�

６
月
９
日

　
　
宮
城
広
瀬
高
等
学
校
�

５
月
18日

　
　
石
巻
西
高
等
学
校
�

５
月
26日

　
　
仙
台
東
高
等
学
校
�

５
月
25日

　
　
富
谷
高
等
学
校
�

６
月
９
日

　
　
蔵
王
高
等
学
校
�

５
月
25日

　
　
迫
桜
高
等
学
校
�

６
月
10日

　
　
貞
山
高
等
学
校
�

６
月
11日

　
　
南
郷
高
等
学
校
�

５
月
26日

　
　
美
田
園
高
等
学
校
�

５
月
20日

　
　
拓
桃
支
援
学
校
�

５
月
18日

　
　
山
元
支
援
学
校
�

６
月
14日

　
　
古
川
支
援
学
校
�

６
月
１
日

〇
警
察
本
部

　
地
方
機
関

　
　
古
川
警
察
署
�

６
月
８
日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
２
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
及
び
有
効
性
に
意
を
用
い

て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
岩
ヶ
崎
高
等
学
校

　
　
�　
教
育
財
産
の
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
及
び
雑
入
に
お
い
て
，
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し

な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
外
部
模
擬
試
験
会
場
の
施
設
使
用
料
及
び
光
熱
水
費
に
つ
い
て
，
６
か
月
以
上
の
調
定
遅
延
が
認
め
ら
れ
た

も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
14件
　

　
　
　
　
・
金
額
　
7,415円

　
⑵
　
泉
松
陵
高
等
学
校

　
　
�　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ

ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
予
算
令
達
か
ら
起
工
ま
で
約
３
か
月
を
要
し
，
法
面
復
旧
を
早
急
に
実
施
し
な
か
っ
た
こ
と
は
，
危
機
管
理

に
お
い
て
問
題
が
あ
り
，
内
部
統
制
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
２
件

　
　
　
　
・
工
事
名
　
　
　
泉
松
陵
高
校
法
面
復
旧
工
事
（
そ
の
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泉
松
陵
高
校
法
面
復
旧
工
事
（
そ
の
２
）
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・
予
算
令
達
日
　
令
和
２
年
６
月
16日

　
　
　
　
・
起
工
伺
　
　
　
令
和
２
年
９
月
14日

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
21号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
１
項
，
第
２
項
及
び
第
４
項
並
び
に
宮
城
県
監
査
委
員
監
査

基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
令
和
３
年
７
月
か
ら
８
月
ま
で
に
実
施
し
た
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
に

係
る
定
期
監
査
等
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
令
和
３
年
９
月
10日

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
本
　
　
木
　
　
忠
　
　
一
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
太
　
　
田
　
　
稔
　
　
郎
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

�
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
吉
　
　
田
　
　
　
　
　
計
　
　
　

１
　
監
査
実
施
機
関
及
び
監
査
実
施
日

監
査
実
施
機
関
�

監
査
実
施
日
　
　
　

〇
総
務
部

　
本
庁

　
　
秘
書
課
�

８
月
５
日

　
　
人
事
課
，
行
政
管
理
室
�

８
月
５
日

　
　
行
政
経
営
推
進
課
�

８
月
５
日

　
　
職
員
厚
生
課
�

８
月
５
日

　
　
県
政
情
報
・
文
書
課
�

８
月
５
日

　
　
私
学
・
公
益
法
人
課
�

８
月
５
日

　
　
広
報
課
�

８
月
５
日

　
　
財
政
課
�

８
月
５
日

　
　
税
務
課
，
地
方
税
徴
収
対
策
室
�

８
月
５
日

　
　
市
町
村
課
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

８
月
５
日

　
　
管
財
課
�

８
月
５
日

　
　
危
機
対
策
課
�

８
月
５
日

　
　
消
防
課
�

８
月
５
日

〇
震
災
復
興
・
企
画
部

　
本
庁

　
　
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
�

８
月
２
日

　
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課
�

８
月
２
日

　
　
震
災
復
興
推
進
課
�

８
月
２
日

　
　
震
災
復
興
政
策
課
�

８
月
２
日

　
　
地
域
復
興
支
援
課
�

８
月
２
日

　
　
総
合
交
通
対
策
課
�

８
月
２
日

　
　
統
計
課
�

８
月
２
日

　
　
情
報
政
策
課
�

８
月
２
日

〇
環
境
生
活
部

　
本
庁

　
　
環
境
生
活
総
務
課
�

７
月
29日

　
　
環
境
政
策
課
，
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
�

７
月
29日

　
　
環
境
対
策
課
�

７
月
29日

　
　
原
子
力
安
全
対
策
課
�

７
月
29日

　
　
自
然
保
護
課
�

７
月
29日

　
　
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
�

７
月
29日

　
　
循
環
型
社
会
推
進
課
，
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
，
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室
�
７
月
29日

　
　
消
費
生
活
・
文
化
課
�

７
月
29日

　
　
共
同
参
画
社
会
推
進
課
�

７
月
29日

〇
保
健
福
祉
部

　
本
庁

　
　
保
健
福
祉
総
務
課
，
震
災
援
護
室
�

８
月
３
日

　
　
社
会
福
祉
課
�

８
月
３
日

　
　
医
療
政
策
課
，
医
療
人
材
対
策
室
�

８
月
３
日

　
　
長
寿
社
会
政
策
課
�

８
月
３
日

　
　
健
康
推
進
課
，
疾
病
・
感
染
症
対
策
室
�

８
月
３
日

　
　
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
，
子
育
て
社
会
推
進
室
�

８
月
３
日

　
　
障
害
福
祉
課
，
精
神
保
健
推
進
室
�

８
月
３
日

　
　
薬
務
課
�

８
月
３
日

　
　
国
保
医
療
課
�

８
月
３
日

〇
経
済
商
工
観
光
部

　
本
庁
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経
済
商
工
観
光
総
務
課
，
富
県
宮
城
推
進
室
，
企
業
復
興
支
援
室
�

７
月
30日

　
　
新
産
業
振
興
課
�

７
月
30日

　
　
産
業
立
地
推
進
課
，
自
動
車
産
業
振
興
室
�

７
月
30日

　
　
商
工
金
融
課
，
中
小
企
業
支
援
室
�

７
月
30日

　
　
産
業
人
材
対
策
課
�

７
月
30日

　
　
雇
用
対
策
課
�

７
月
30日

　
　
観
光
課
�

７
月
30日

　
　
国
際
企
画
課
�

７
月
30日

　
　
ア
ジ
ア
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
�

７
月
30日

〇
農
政
部

　
本
庁

　
　
農
政
総
務
課
，
農
業
政
策
室
�

７
月
29日

　
　
食
産
業
振
興
課
�

７
月
29日

　
　
農
山
漁
村
な
り
わ
い
課
�

７
月
29日

　
　
農
業
振
興
課
�

７
月
29日

　
　
み
や
ぎ
米
推
進
課
，
園
芸
振
興
室
�

７
月
29日

　
　
畜
産
課
�

７
月
29日

　
　
農
村
振
興
課
�

７
月
29日

　
　
農
村
整
備
課
，
農
地
復
興
推
進
室
�

７
月
29日

〇
水
産
林
政
部

　
本
庁

　
　
水
産
林
政
総
務
課
，
水
産
林
業
政
策
室
�

７
月
28日

　
　
�水
産
業
振
興
課
（
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局
，
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
を
含
む
），
�

全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
大
会
推
進
室
�

７
月
28日

　
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
，
漁
港
復
興
推
進
室
�

７
月
28日

　
　
林
業
振
興
課
�

７
月
28日

　
　
森
林
整
備
課
�

７
月
28日

〇
土
木
部

　
本
庁

　
　
土
木
総
務
課
�

８
月
５
日

　
　
事
業
管
理
課
�

８
月
５
日

　
　
用
地
課
（
収
用
委
員
会
事
務
局
を
含
む
）�

８
月
５
日

　
　
道
路
課
�

８
月
５
日

　
　
河
川
課
�

８
月
５
日

　
　
防
災
砂
防
課
�

８
月
５
日

　
　
港
湾
課
�

８
月
５
日

　
　
空
港
臨
空
地
域
課
�

８
月
５
日

　
　
都
市
計
画
課
，
復
興
ま
ち
づ
く
り
推
進
室
�

８
月
５
日

　
　
建
築
宅
地
課
�

８
月
５
日

　
　
住
宅
課
�

８
月
５
日

　
　
営
繕
課
�

８
月
５
日

　
　
設
備
課
�

８
月
５
日

〇
出
納
局

　
本
庁

　
　
会
計
課
，
会
計
指
導
検
査
室
�

７
月
28日

　
　
契
約
課
�

７
月
28日

　
　
検
査
課
�

７
月
28日

〇
議
会
事
務
局
�

７
月
20日

〇
教
育
庁

　
本
庁

　
　
総
務
課
，
教
育
企
画
室
�

８
月
４
日

　
　
福
利
課
�

８
月
４
日

　
　
教
職
員
課
�

８
月
４
日

　
　
義
務
教
育
課
�

８
月
４
日

　
　
高
校
教
育
課
，
宮
城
丸
�

８
月
４
日

　
　
特
別
支
援
教
育
課
�

８
月
４
日

　
　
施
設
整
備
課
�

８
月
４
日

　
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
�

８
月
４
日

　
　
生
涯
学
習
課
�

８
月
４
日

　
　
文
化
財
課
�

８
月
４
日

〇
警
察
本
部
�

８
月
２
日
，
４
日

〇
人
事
委
員
会
事
務
局
�

７
月
20日
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〇
監
査
委
員
事
務
局
�

７
月
21日

〇
労
働
委
員
会
事
務
局
�

７
月
20日

２
　
監
査
結
果

　
�　
令
和
２
年
度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
の
事
実
が
地
方
自
治
法
第
２
条
第
14項
及
び
第
15項
の
規
定
の
趣
旨

に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
，
合
規
性
，
正
確
性
の
ほ
か
，
経
済
性
，
効
率
性
及
び
有
効
性
に
意
を
用
い

て
行
い
ま
し
た
。

　
�　
そ
の
結
果
，
業
務
の
執
行
状
況
や
帳
票
等
を
確
認
し
た
範
囲
に
お
い
て
は
，
一
部
で
不
適
切
な
事
務
処
理
が
見
ら

れ
た
も
の
の
，
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
�　
な
お
，
公
表
す
べ
き
指
摘
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
，
そ
の
他
の
軽
易
な
事
項
に
つ
い
て
は
関
係
機
関
に
注
意

を
し
ま
し
た
。
ま
た
，
宮
城
県
警
察
本
部
の
監
査
に
つ
い
て
は
，
犯
罪
捜
査
報
償
費
の
執
行
状
況
調
査
を
実
施
し
ま

し
た
。

　
⑴
　
税
務
課
，
地
方
税
徴
収
対
策
室

　
　
�　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
引
き
続
き

適
切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

2,109,781,006円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,781,373,005円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,891,154,011円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

1,333,372,737円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

1,939,786,737円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,273,159,474円

　
⑵
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
推
進
課

　
　
�　
補
助
金
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の
整

備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
再
開
等
支
援
事
業
費
補
助
金
に
つ
い
て
，
変
更
交
付
決
定
を
行
わ
な
い
ま
ま
，
指
令
額

よ
り
高
い
補
助
金
額
を
確
定
し
，
交
付
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
交
付
決
定
額
　
　
517,458円

　
　
　
　
・
額
の
確
定
額
　
　
543,087円

　
　
　
　
・
補
助
金
交
付
額
　
543,087円

　
⑶
　
原
子
力
安
全
対
策
課

　
　
�　
国
庫
補
助
金
に
係
る
調
定
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内

部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
誤
調
定
の
取
消
遺
漏
に
よ
り
調
定
額
及
び
収
入
未
済
額
が
誤
っ
た
金
額
の
ま
ま
決
算
と
な
っ
て
い
る
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
46,691,630円

　
⑷
　
循
環
型
社
会
推
進
課
，
竹
の
内
産
廃
処
分
場
対
策
室
，
放
射
性
物
質
汚
染
廃
棄
物
対
策
室

　
　
�　
特
別
納
付
金
（
産
業
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の

で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

133,422,845円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

704,603,166円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

838,026,011円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

37,623,954円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

689,233,379円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

726,857,333円

　
⑸
　
共
同
参
画
社
会
推
進
課

　
　
�　
国
庫
補
助
事
業
の
実
績
報
告
に
お
い
て
，
過
少
報
告
に
伴
う
県
費
の
持
ち
出
し
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再

発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
被
災
者
支
援
総
合
交
付
金
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
心
の
復
興
支
援
事
業
）
に
お
い
て
，
令
和
元
年
度
に
交
付
決

定
及
び
概
算
額
で
受
け
入
れ
し
，
令
和
２
年
度
に
復
興
庁
に
実
績
報
告
を
行
い
，
交
付
金
の
額
の
確
定
を
受
け
，

返
還
し
た
と
こ
ろ
，
実
績
報
告
に
高
速
使
用
料
（
5,700円

）
の
計
上
漏
れ
が
あ
り
，
過
少
に
実
績
報
告
し
た

こ
と
か
ら
県
費
の
持
ち
出
し
が
発
生
し
た
も
の
。

　
⑹
　
社
会
福
祉
課

　
　
�　
需
用
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。
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（
内
容
）

　
　
　
　
新
聞
料
金
に
つ
い
て
，
支
払
遅
延
防
止
法
に
規
定
す
る
支
払
時
期
を
超
え
て
支
払
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
12,000円

　
⑺
　
障
害
福
祉
課
，
精
神
保
健
推
進
室

　
　
�　
歳
入
歳
出
外
現
金
に
お
い
て
，
払
出
し
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
内
部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
援
護
寮
照
明
器
具
更
新
工
事
に
係
る
契
約
保
証
金
に
つ
い
て
，
完
成
検
査
後
に
受
注
者
に
返
還
し
て
い
な
い

も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
・
金
額
　
579,040円

　
⑻
　
新
産
業
振
興
課

　
　
�　
延
滞
金
（
情
報
通
信
関
連
企
業
立
地
促
進
奨
励
金
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進
と
適

切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

11,945,606円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

11,945,606円

　
⑼
　
観
光
課

　
　
�　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制

度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
指
定
部
分
で
あ
る
駐
車
場
の
工
事
目
的
物
と
し
て
の
引
渡
し
を
受
け
て
い
な
い
状
態
で
供
用
を
開
始
し
，
料

金
を
徴
収
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
工
事
名
　
松
島
公
園
津
波
防
災
緑
地
整
備
工
事

　
⑽
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
，
漁
港
復
興
推
進
室

　
　
�　
特
別
納
付
金
（
汽
船
除
去
の
行
政
代
執
行
に
係
る
費
用
）
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
収
納
促
進

と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

6,820,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

3,687,340円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

10,507,340円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

3,831,840円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

3,831,840円

　
⑾
　
水
産
業
基
盤
整
備
課
，
漁
港
復
興
推
進
室

　
　
�　
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制

度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
防
潮
堤
工
事
に
お
い
て
，
工
期
途
中
か
ら
監
督
員
不
在
と
な
っ
た
ま
ま
，
工
事
完
成
に
至
っ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
・
工
事
名

　
　
　
　
　
⑴
　
浦
の
浜
漁
港
磯
草
地
区
防
潮
堤
工
事

　
　
　
　
　
⑵
　
小
鯖
漁
港
小
鯖
地
区
防
潮
堤
工
事

　
⑿
　
道
路
課

　
　
�　
国
庫
支
出
金
の
受
入
れ
に
お
い
て
，
当
該
年
度
の
収
入
と
す
べ
き
も
の
を
請
求
せ
ず
，
歳
入
欠
損
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
国
庫
支
出
金
の
概
算
払
請
求
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
，
一
般
財
源
の
立
替
支
出
と
な
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
３
件

　
　
　
　
・
金
額
　
44,177,000円

　
⒀
　
住
宅
課

　
　
�　
県
営
住
宅
使
用
料
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，

引
き
続
き
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

15,534,350円
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過
年
度
分
�

22,124,027円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

37,658,377円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

18,316,075円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

22,071,119円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

40,387,194円

　
⒁
　
高
校
教
育
課
，
宮
城
丸

　
　
�　
高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
に
お
い
て
，
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と

適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

78,538,308円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

277,990,224円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

356,528,532円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

88,029,273円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

253,272,894円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

341,302,167円

　
⒂
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
　
�　
補
助
金
（
学
校
臨
時
休
業
対
策
費
補
助
金
）
の
交
付
事
務
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，

今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
�　
補
助
事
業
者
が
学
校
給
食
費
会
計
代
表
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
全
て
の
交
付
申
請
が
学
校
長
か
ら
提

出
さ
れ
て
い
た
も
の
。
ま
た
，
実
績
報
告
書
の
一
部
に
つ
い
て
も
学
校
長
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
23件

　
　
　
　
・
金
額
　
910,967円

　
⒃
　
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　
　
�　
指
定
管
理
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の

整
備
な
ど
，
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
１
�　
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会
に
つ
い
て
，
労
働
者
災
害

補
償
保
険
法
に
基
づ
く
労
災
保
険
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
。

　
　
　
２
�　
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会
及
び
宮
城
県
長
沼
ボ
ー
ト

場
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
宮
城
県
ボ
ー
ト
協
会
に
つ
い
て
，
指
定
管
理
者
に
対
す
る
指
導
・
監
督
を
怠
り
，

ま
た
，
指
定
管
理
料
に
お
い
て
，
必
要
な
経
費
の
算
定
を
誤
り
，
過
不
足
を
生
じ
さ
せ
追
加
支
払
を
行
っ
た

も
の
。

　
　
　
　
・
宮
城
県
ラ
イ
フ
ル
射
撃
協
会
　
��360,000円

　
　
　
　
・
宮
城
県
ボ
ー
ト
協
会
　
　
　
　
1,664,400円

　
⒄
　
警
察
本
部

　
　
�　
損
害
賠
償
金
に
お
い
て
，
現
年
度
分
収
入
未
済
額
が
０
円
と
な
り
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る

が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
引
き
続
き
収
納
促
進
と
適
切
な
債
権
管
理
を
図
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
・
令
和
２
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

0円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

27,815,934円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

27,815,934円

　
　
　
・
令
和
元
年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
現
年
度
分
�

3,080,000円

　
　
　
　
　
過
年
度
分
�

25,293,734円

　
　
　
　
　
合
　
　
計
�

28,373,734円

　
⒅
　
警
察
本
部

　
　
�　
報
酬
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
内
部
統
制
制
度
の
整
備
な
ど
，

対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
非
常
勤
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
，
支
給
定
日
を
過
ぎ
て
支
給
し
て
い
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
１
件

　
　
　
　
・
支
給
額
　
139,000円


